
事  務  連  絡 

平成 31年２月 27日 

 

都道府県 

各 指定都市  障害保健福祉主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

 

                 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

 

重度障害者支援加算及び強度行動障害児特別支援加算に係る経過措置の終了について 

 

 

 平素より、障害保健福祉行政の推進につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー

ビス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚

生労働省告示第五百二十三号）及び児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算

定に関する基準（平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号）の平成 27年度改正により、重

度障害者支援加算及び強度行動障害児特別支援加算（以下「重度障害者支援加算等」という。）

については、「強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）」及び「強度行動障害支援者養成研

修（実践研修）」の研修修了者が算定要件とされました。そのうち、施設入所支援、共同生活

援助及び福祉型障害児入所施設の重度障害者支援加算等の算定要件については、平成 30年３

月 31日まで当該研修を修了しているものとみなす規定（別紙参照。以下「経過措置」という。）

を設けることとされました。 

当該経過措置については、当該研修の受講状況等を踏まえて１年間延長したところであり、

今年度末（平成 31 年 3 月 31 日）をもって終了することとされております。そのため、当該

経過措置終了後の来年度以降においては、当該研修を修了していない場合は、施設入所支援、

共同生活援助及び福祉型障害児入所施設の重度障害者支援加算等の加算要件を満たさないこ

ととなりますが、当該研修の実施については、「平成 30 年度強度行動障害支援者養成研修事

業実施状況調査について(依頼)」（平成 30年 10月５日付け厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部障害福祉課事務連絡）において、全国の状況を把握したところ、別添の状況にあり、

経過措置対象者に対して研修修了が全国的に見込まれることから、予定どおり当該経過措置

については終了することといたします。 

つきましては、各都道府県におかれましては、上記の旨、周知を図っていただき、引き続

き研修の円滑な実施について特段の御協力、御配慮をお願いいたします。 

 

 

【照会先】 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課福祉サービス係 

電話：03－5253－1111（内線 3091） 

FAX ：03－3591－8914 



 

別 紙 

○厚生労働大臣が定める施設基準（平成十八年厚生労働省告示第五百五十一号） 

三 指定施設入所支援等の施設基準 

イ・ロ （略） 

ハ 介護給付費等単位数表第９の３の重度障害者支援加算のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)

を算定すべき指定施設入所支援等を行う指定障害者支援施設等の施設基準 

次の⑴及び⑵のいずれにも該当する指定障害者支援施設等であること。 

⑴ （略） 

⑵ 指定障害者支援施設等の従業者のうち強度行動障害支援者養成研修（実践研修）（居宅

介護従業者基準別表第八に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。）の課程を修了し、

当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

を一以上配置し、支援計画シート等を作成すること。ただし、平成三十一年三月三十一日

までの間は、平成二十七年三月三十一日において障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件（平成二十七年厚生労働省

告示第百五十三号）による改正前の介護給付費等単位数表第９の３のロの重度障害者支

援加算(Ⅱ)の算定を受けている指定障害者支援施設等において、強度行動障害支援者養

成研修（実践研修）の受講を予定している者を配置している場合は、当該基準に適合する

ものとみなす。 

 

ニ 介護給付費等単位数表第９の３の注４の加算を算定すべき指定施設入所支援等を行う

指定障害者支援施設等の施設基準 

指定障害者支援施設基準第四条又は附則第三条に規定する人員配置（介護給付費等単

位数表第６の２の人員配置体制加算を算定している場合にあっては当該加算の要件とな

る人員配置を含む。以下このニにおいて「人員配置」という。）に加え、強度行動障害支

援者養成研修（基礎研修）（居宅介護従業者基準別表第五に定める内容以上の研修をいう。

以下同じ。）の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した

旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置していること。ただし、平成三十一年三月三

十一日までの間は、平成二十七年三月三十一日において障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉

サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件による改正前の介護

給付費等単位数表第９の３のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を受けている指定障害

者支援施設等において、人員配置に加え、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）の受

講を予定している者を配置している場合は、当該基準に適合するものとみなす。 

以下（略） 

 

七 指定共同生活援助の施設基準 

イ 介護給付費等単位数表第 15の１の６の重度障害者支援加算を算定すべき指定共同生

活援助事業所（指定障害福祉サービス基準第二百八条第一項に規定する指定共同生活援



助事業所をいう。以下同じ。）の施設基準 

次の⑴から⑶までのいずれにも該当する指定共同生活援助事業所であること。 

⑴ （略） 

⑵ 指定共同生活援助事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち強度行動障害支

援者養成研修（実践研修）又は第二号研修（社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭

和六十二年厚生省令第四十九号）附則第四条に規定する第二号研修をいう。以下この号

及び第七号の二において同じ。）の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該

研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置し、支援計画シートを

作成すること。ただし、平成三十一年三月三十一日までの間は、強度行動障害支援者養

成研修（実践研修）又は第二号研修の受講を予定している者を配置している場合は、当

該基準に適合するものとみなす。 

⑶ 指定共同生活援助事業所の生活支援員のうち強度行動障害支援者養成研修（基礎研修

）又は第三号研修（社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第四条に規定する第三号

研修をいう。以下同じ。）の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の

課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者（以下この⑶において「研修修了者」とい

う。）の割合が百分の二十以上であること。ただし、平成三十一年三月三十一日までの

間は、生活支援員のうち、研修修了者の割合が百分の十以上、かつ、強度行動障害支援

者養成研修（基礎研修）又は第三号研修の受講を予定している者の割合が百分の十以上

である場合は、当該基準に適合するものとみなす。 

以下（略） 

 

 

○厚生労働大臣が定める者（平成十八年厚生労働省告示第五百四十八号） 

十四 介護給付費等単位数表第９の３の注４の厚生労働大臣が定める者 

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）の課程を修了し、当該研修の事業を行った者

から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者（平成三十一年三月三十一日

までの間は、平成二十七年三月三十一日において障害者の日常生活及び社会生活に基づく

指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する

基準の一部を改正する件（平成二十七年厚生労働省告示第百五十三号）による改正前の介

護給付費等単位数表第９の３のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を受けている指定障害

者支援施設において、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）の受講を予定している者

にあっては当該研修を修了しているものとみなす。） 

 

 

○厚生労働大臣が定める施設基準（平成二十四年厚生労働省告示第二百六十九号） 

十四 （略） 

イ・ロ （略） 

ハ 福祉型障害児入所施設の従業者のうち強度行動障害支援者養成研修（実践研修）の課

程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交

付を受けた者を一以上配置し、支援計画シート等を作成すること。ただし、平成三十一



年三月三十一日までの間は、平成二十七年三月三十一日において児童福祉法に基づく指

定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件（平成二十七年厚

生労働省告示第百六十九号）による改正前の入所給付費単位数表第１の１の福祉型障害

児入所施設給付費の注７の強度行動障害児特別支援加算の算定を受けている指定福祉型

障害児入所施設において、強度行動障害支援者養成研修（実践研修）の受講を予定して

いる者を配置している場合は、当該基準に適合するものとみなす。 

以下（略） 

 




